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第 4章  雑 則 (第 40条 ) 第 4章  雑 則 (第 40条 ) 

第 5章  罰 則 (第 41条 ) 第 5章  罰 則 (第 41条 ) 

附 則  附 則  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(納 税 証 明 事 項 等 ) (納 税 証 明 事 項 等 ) 

第 8条  地 方 税 法 施 行 規 則 (昭 和 2 9年 総 理

府 令 第 23号 。以 下「 施 行 規 則 」と い う 。)

第 1条 の 9第 2号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

事 項 は 、 道 路 運 送 車 両 法 (昭 和 2 6年 法 律

第 185号 )第 59条 第 1項 に 規 定 す る 検 査 対

象 軽 自 動 車 又 は 2輪 の 小 型 自 動 車 に つ い

て 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り

軽 自 動 車 税 を 滞 納 し て い る 場 合 に お け

る そ の 旨 と す る 。  

第 8条  地 方 税 法 施 行 規 則 (昭 和 2 9年 総 理

府 令 第 23号 。以 下「 施 行 規 則 」と い う 。)

第 1条 の 9第 2号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

事 項 は 、 道 路 運 送 車 両 法 (昭 和 2 6年 法 律

第 185号 )第 59条 第 1項 に 規 定 す る 検 査 対

象 軽 自 動 車 又 は 2輪 の 小 型 自 動 車 に つ い

て 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り

種 別 割     を 滞 納 し て い る 場 合 に お け

る そ の 旨 と す る 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

(個 人 の 均 等 割 の 非 課 税 ) (個 人 の 均 等 割 の 非 課 税 ) 

第 9条  法 の 施 行 地 に 住 所 を 有 す る 者 で

均 等 割 の み を 課 す べ き も の の う ち 、前 年

の 合 計 所 得 金 額 が 規 則 で 定 め る 金 額 に

そ の 者 の 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族

の 数 に 1を 加 え た 数 を 乗 じ て 得 た 金 額

(そ の 者 が 控 除 対 象 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族

を 有 す る 場 合 に は 、当 該 金 額 に 規 則 で 定

め る 額 を 加 算 し た 金 額 )以 下 で あ る 者 に

対 し て は 、 均 等 割 を 課 さ な い 。  

第 9条  法 の 施 行 地 に 住 所 を 有 す る 者 で

均 等 割 の み を 課 す べ き も の の う ち 、前 年

の 合 計 所 得 金 額 が 規 則 で 定 め る 金 額 に

そ の 者 の 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族

の 数 に 1を 加 え た 数 を 乗 じ て 得 た 金 額

(そ の 者 が 同 一 生 計 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族

を 有 す る 場 合 に は 、当 該 金 額 に 規 則 で 定

め る 額 を 加 算 し た 金 額 )以 下 で あ る 者 に

対 し て は 、 均 等 割 を 課 さ な い 。  
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～ 略 ～  ～ 略 ～  

(法 人 税 割 の 税 率 ) (法 人 税 割 の 税 率 ) 

第 13条  法 人 税 割 の 税 率 は 、 100分 の 12.1

と す る 。  

第 13条  法 人 税 割 の 税 率 は 、 100分 の 8.4 

と す る 。  

(法 人 の 町 民 税 の 課 税 の 特 例 ) (法 人 の 町 民 税 の 課 税 の 特 例 ) 

第 1 4条  次 の 各 号 に 掲 げ る 法 人 (法 人 税

法 第 4条 の 7に 規 定 す る 受 託 法 人 (同 法 第

3条 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ る も の

を 含 む 。)を 除 く 。)に 対 す る 各 事 業 年 度

又 は 各 連 結 事 業 年 度 に お け る 法 人 税 割

額 は 、前 条 の 規 定 を 適 用 し て 計 算 し た 法

人 税 割 額 か ら 当 該 法 人 税 割 額 に 次 の 各

号 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 に

相 当 す る 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。  

第 1 4条  次 の 各 号 に 掲 げ る 法 人 (法 人 税

法 第 4条 の 7に 規 定 す る 受 託 法 人 (同 法 第

3条 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ る も の

を 含 む 。)を 除 く 。)に 対 す る 各 事 業 年 度

又 は 各 連 結 事 業 年 度 に お け る 法 人 税 割

額 は 、前 条 の 規 定 を 適 用 し て 計 算 し た 法

人 税 割 額 か ら 当 該 法 人 税 割 額 に 次 の 各

号 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 に

相 当 す る 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。  

( 1 )  資 本 金 等 の 額 が 2億 円 未 満 で あ る

法 人 、資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額

を 有 し な い 法 人 (保 険 業 法 に 規 定 す る

相 互 会 社 を 除 く 。 )又 は 人 格 の な い 社

団 等  12.1分 の 2.4 

( 1 )  資 本 金 等 の 額 が 2億 円 未 満 で あ る

法 人 、資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額

を 有 し な い 法 人 (保 険 業 法 に 規 定 す る

相 互 会 社 を 除 く 。 )又 は 人 格 の な い 社

団 等  8.4分 の 2.4  

( 2 ) 資 本 金 等 の 額 が 2億 円 以 上 5億 円 未

満 の 法 人  12.1分 の 1.2 

( 2 ) 資 本 金 等 の 額 が 2億 円 以 上 5億 円 未

満 の 法 人  8.4分 の 1.2  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

(寄 附 金 税 額 控 除 の 対 象 と な る 寄 附 金 ) (寄 附 金 税 額 控 除 の 対 象 と な る 寄 附 金 ) 

第 1 4条 の 2  法 第 3 1 4条 の 7第 1項 第 3号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 寄 附 金 は 、次 に 掲

げ る も の と す る 。  

第 1 4条 の 2  法 第 3 1 4条 の 7第 1項 第 3号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 寄 附 金 は 、次 に 掲

げ る も の と す る 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  

( 3 ) 租 税 特 別 措 置 法 (昭 和 32年 法 律 第 2

6号 )第 6 6条 の 1 1の 2第 3項 に 規 定 す る

認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 (そ の 主 た る

事 務 所 を 県 内 に 有 す る も の に 限 る 。 )

に 対 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金 で あ っ て 、

同 法 第 4 1条 の 1 8の 3の 規 定 に よ り 特 定

寄 附 金 と み な さ れ る も の  

( 3 ) 租 税 特 別 措 置 法 (昭 和 32年 法 律 第 2

6号 )第 4 1条 の 1 8の 2第 2項 に 規 定 す る

特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る 寄 附 金 の う

ち 、そ の 主 た る 事 務 所 を 神 奈 川 県 に 有

す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 係

る も の  

(加 え る ) 2  法 第 3 1 4条 の 7第 1項 第 4号 に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 寄 附 金 は 、 地 方 税 法 第 3 1 4

条 の 7第 1項 第 4号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け

入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る

条 例 (平 成 3 0年 寒 川 町 条 例 第 2 2号 )に 規
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定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 行 う 特 定

非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成 1 0年 法 律 第 7号 )

第 2条 第 1項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動

に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 (同 条 例 に

規 定 す る 期 間 内 に 支 出 さ れ た も の に 限

る 。 )と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 税 率 ) 

第 2 7条 の 4  次 の 各 号 に 掲 げ る 3輪 以 上 の

軽 自 動 車 に 対 し て 課 す る 環 境 性 能 割 の

税 率 は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 率 と す る 。  

( 1 ) 法 第 451条 第 1項 (同 条 第 4項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 の 適

用 を 受 け る も の  100分 の 1 

( 2 ) 法 第 451条 第 2項 (同 条 第 4項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 の 適

用 を 受 け る も の  100分 の 2 

( 3 ) 法 第 451条 第 3項 の 規 定 の 適 用 を 受

け る も の  100分 の 3 

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ) 

第 27条 の 5 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、

法 第 4 5 4条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 3輪 以 上 の

軽 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め

る 時 又 は 日 ま で に 、 施 行 規 則 第 33号 の 4

様 式 に よ る 申 告 書 を 町 長 に 提 出 す る と

と も に 、そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

2  3輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 (環 境 性

能 割 の 納 税 義 務 者 を 除 く 。 )は 、 法 第 4 5

4条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該

各 号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、施 行 規 則

第 3 3号 の 4様 式 に よ る 報 告 書 を 町 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 減 免 ) 

第 2 7条 の 6  町 長 は 、 第 3 3条 第 1項 各 号 に

掲 げ る 軽 自 動 車 等 ( 3輪 以 上 の 軽 自 動 車

に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )の

う ち 必 要 が あ る と 認 め る も の に つ い て

は 、当 該 軽 自 動 車 等 の 取 得 者 に 対 し て 課

す る 環 境 性 能 割 を 減 免 す る 。  

2  前 項 の 規 定 に よ る 環 境 性 能 割 の 減 免

を 受 け る た め の 手 続 そ の 他 必 要 な 事 項
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に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。  

(軽 自 動 車 税 の 課 税 免 除 ) (種 別 割     の 課 税 免 除 ) 

第 2 8条  原 動 機 付 自 転 車 、 軽 自 動 車 、 小

型 特 殊 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動 車 (以

下 「 軽 自 動 車 等 」 と い う 。 )の う ち 、 商

品 で あ つ て 使 用 し な い 軽 自 動 車 等 に 対

し て は 、 軽 自 動 車 税 を 課 さ な い 。  

第 2 8条  原 動 機 付 自 転 車 、 軽 自 動 車 、 小

型 特 殊 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動 車 (以

下 「 軽 自 動 車 等 」 と い う 。 )の う ち 、 商

品 で あ つ て 使 用 し な い 軽 自 動 車 等 に 対

し て は 、 種 別 割     を 課 さ な い 。  

(軽 自 動 車 税 の 税 率 ) (種 別 割     の 税 率 ) 

第 2 9条  軽 自 動 車 税 の 税 率 は 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 軽 自 動 車 等 に 対 し   、 1台 に つ

い て 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

第 2 9条  次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等 に

対 し て 課 す る 種 別 割 の 税 率 は 、 1台 に つ

い て 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

(1) （ 略 ）  (1) （ 略 ）  

(2) 軽 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車  (2) 軽 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車  

ア  軽 自 動 車  ア  軽 自 動 車  

(ア ) 2輪 の も の (側 車 付 き の も の を

含 む 。 ) 年 額  3,600円  

(ア ) 2輪 の も の (側 車 付 き の も の を

含 む 。 ) 年 額  3,600円  

(イ ) 3輪 の も の  年 額  3,900円  (イ ) 3輪 の も の  年 額  3,900円  

(ウ ) 4輪 以 上 の も の  

乗 用 の も の  

営 業 用  年 額  6,900円  

自 家 用  年 額  10,800円  

貨 物 用 の も の  

営 業 用  年 額  3,800円  

自 家 用  年 額  5,000円  

(ウ ) 4輪 以 上 の も の  

a 乗 用 の も の  

 営 業 用  年 額  6,900円  

 自 家 用  年 額  10,800円  

b 貨 物 用 の も の  

 営 業 用  年 額  3,800円  

 自 家 用  年 額  5,000円  

イ  小 型 特 殊 自 動 車  イ  小 型 特 殊 自 動 車  

(ア ) 農 耕 作 業 用 の も の  年 額  2 ,

000円  

(ア ) 農 耕 作 業 用 の も の  年 額  2 ,

000円  

(イ )  そ の 他 の も の  年 額  5 , 9 0 0

円  

(イ )  そ の 他 の も の  年 額  5 , 9 0 0

円  

(3) （ 略 ）  (3) （ 略 ）  

(軽 自 動 車 税 の 納 期 ) (種 別 割     の 納 期 ) 

第 3 0条  軽 自 動 車 税 の 納 期 は 、 5月 1日 か

ら 同 月 31日 ま で と す る 。  

第 3 0条  種 別 割     の 納 期 は 、 5月 1日 か

ら 同 月 31日 ま で と す る 。  

(軽 自 動 車 税 に 関 す る 申 告 義 務 ) (種 別 割     に 関 す る 申 告 義 務 ) 

第 3 1条  軽 自 動 車 の 納 税 義 務 者 で あ る 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 又 は 使 用 者 (以 下 「 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 等 」 と い う 。 )は 、 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 等 と な つ た 日 か ら 1 5

第 3 1条  種 別 割 の  納 税 義 務 者 で あ る 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 又 は 使 用 者 (以 下 「 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 等 」 と い う 。 )は 、 軽

自 動 車 等 の 所 有 者 等 と な つ た 日 か ら 1 5



5 
 

日 以 内 に 、 軽 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動

車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ つ て は 施 行

規 則 第 33号 の 4様 式    に よ る 申 告 書 、原

動 機 付 自 転 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 の 所

有 者 又 は 使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 3

3号 の 5様 式 に よ る 申 告 書 を 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、町 長 は 必 要 に 応 じ て そ の 者 の 住 所 を

証 明 す べ き 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が

で き る 。  

日 以 内 に 、 軽 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動

車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ つ て は 施 行

規 則 第 33号 の 4の 2様 式 に よ る 申 告 書 、原

動 機 付 自 転 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 の 所

有 者 又 は 使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 3

3号 の 5様 式 に よ る 申 告 書 を 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、町 長 は 必 要 に 応 じ て そ の 者 の 住 所 を

証 明 す べ き 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が

で き る 。  

2 前 項 の 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、当 該 申

告 事 項 に つ い て 変 更 が あ つ た 場 合 に お

い て は 、そ の 事 由 が 生 じ た 日 か ら 15日 以

内 に 、当 該 変 更 が あ つ た 事 項 に つ い て 軽

自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動 車 の 所 有 者 又

は 使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 33号 の 4

様 式    に よ る 申 告 書 並 び に 原 動 機 付 自

転 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 の 所 有 者 又 は

使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 3 3号 の 5様

式 に よ る 申 告 書 を 町 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。た だ し 、次 項 の 規 定 に よ り

申 告 書 を 提 出 す べ き 場 合 に つ い て は 、こ

の 限 り で な い 。  

2 前 項 の 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、当 該 申

告 事 項 に つ い て 変 更 が あ つ た 場 合 に お

い て は 、そ の 事 由 が 生 じ た 日 か ら 15日 以

内 に 、当 該 変 更 が あ つ た 事 項 に つ い て 軽

自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動 車 の 所 有 者 又

は 使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 33号 の 4

の 2様 式 に よ る 申 告 書 並 び に 原 動 機 付 自

転 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 の 所 有 者 又 は

使 用 者 に あ つ て は 施 行 規 則 第 3 3号 の 5様

式 に よ る 申 告 書 を 町 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。た だ し 、次 項 の 規 定 に よ り

申 告 書 を 提 出 す べ き 場 合 に つ い て は 、こ

の 限 り で な い 。  

3  軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 で な く な つ た

者 は 、軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 で な く な つ

た 日 か ら 3 0日 以 内 に 、 軽 自 動 車 及 び 2輪

の 小 型 自 動 車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ

つ て は 施 行 規 則 第 3 3号 の 4様 式    に よ

る 申 告 書 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 及 び 小

型 特 殊 自 動 車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ

つ て は 施 行 規 則 第 3 4号 様 式 に よ る 申 告

書 を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3  軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 で な く な つ た

者 は 、軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 で な く な つ

た 日 か ら 3 0日 以 内 に 、 軽 自 動 車 及 び 2輪

の 小 型 自 動 車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ

つ て は 施 行 規 則 第 3 3号 の 4の 2様 式 に よ

る 申 告 書 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 及 び 小

型 特 殊 自 動 車 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に あ

つ て は 施 行 規 則 第 3 4号 様 式 に よ る 申 告

書 を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(軽 自 動 車 税 に 関 す る 報 告 義 務 ) (種 別 割     に 関 す る 報 告 義 務 ) 

第 3 2条  法 第 4 4 2条 の 2第 2項 の 規 定 す る

軽 自 動 車 等 の 売 主 は 、町 長 か ら 当 該 軽 自

動 車 等 の 買 主 の 住 所 又 は 居 所 が 不 明 で

あ る こ と を 理 由 と し て 請 求 が あ つ た 場

合 に は 、当 該 請 求 が あ つ た 日 か ら 15日 以

内 に 、次 に 定 め る 事 項 を 町 長 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

第 3 2条  法 第 4 4 4条 第 1項 に    規 定 す る

軽 自 動 車 等 の 売 主 は 、町 長 か ら 当 該 軽 自

動 車 等 の 買 主 の 住 所 又 は 居 所 が 不 明 で

あ る こ と を 理 由 と し て 請 求 が あ つ た 場

合 に は 、当 該 請 求 が あ つ た 日 か ら 15日 以

内 に 、次 に 定 め る 事 項 を 町 長 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (6) （ 略 ）  (1)～ (6) （ 略 ）  
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(軽 自 動 車 税 の 減 免 ) (種 別 割     の 減 免 ) 

第 3 3条  町 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 軽 自 動 車 等 の う ち 必 要 が あ る

と 認 め る も の に つ い て は 、当 該 軽 自 動 車

等 の 所 有 者 等 に 対 し て 課 す る 軽 自 動 車

税 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

第 3 3条  町 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 軽 自 動 車 等 の う ち 必 要 が あ る

と 認 め る も の に つ い て は 、当 該 軽 自 動 車

等 の 所 有 者 等 に 対 し て 課 す る 種 別 割    

 を 減 免 す る             。  

(1) （ 略 ）  (1) （ 略 ）  

( 2 ) 身 体 に 障 害 を 有 し 歩 行 が 困 難 な 者

(以 下「 身 体 障 害 者 」と い う 。 )又 は 精

神 に 障 害 を 有 し 歩 行 が 困 難 な 者 (以 下

「 精 神 障 害 者 」 と い う 。 )が 所 有 す る

軽 自 動 車 等 (身 体 障 害 者 で 年 齢 が 1 8歳

未 満 の も の 又 は 精 神 障 害 者 と 生 計 を

一 つ に す る 者 が 所 有 す る 軽 自 動 車 等

を 含 む 。 )で 、 当 該 身 体 障 害 者 、 当 該

身 体 障 害 者 若 し く は 当 該 精 神 障 害 者

(以 下「 身 体 障 害 者 等 」と い う 。 )の た

め に 当 該 身 体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 つ

に す る 者 又 は 当 該 身 体 障 害 者 等 (身 体

障 害 者 等 の み で 生 活 を す る       者

に 限 る 。 )の た め に 当 該 身 体 障 害 者 等

(身 体 障 害 者 等 の み で 生 活 を す る     

  者 に 限 る 。 )を 常 時 介 護 す る 者 が 運

転 す る も の (1台 に 限 る 。 ) 

( 2 ) 身 体 に 障 害 を 有 し 歩 行 が 困 難 な 者

(以 下「 身 体 障 害 者 」と い う 。 )又 は 精

神 に 障 害 を 有 し 歩 行 が 困 難 な 者 (以 下

「 精 神 障 害 者 」 と い う 。 )が 所 有 す る

軽 自 動 車 等 (身 体 障 害 者             

          又 は 精 神 障 害 者 と 生 計 を

一 に す る   者 が 所 有 す る 軽 自 動 車 等

を 含 む 。 )で 、 当 該 身 体 障 害 者 、 当 該

身 体 障 害 者 若 し く は 精 神 障 害 者   

(以 下「 身 体 障 害 者 等 」と い う 。 )の た

め に 当 該 身 体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 に

す る   者 又 は 当 該 身 体 障 害 者 等 (身 体

障 害 者 等 の み で 構 成 さ れ る 世 帯 の 者

に 限 る 。 )の た め に 当 該 身 体 障 害 者 等

(身 体 障 害 者 等 の み で 構 成 さ れ る 世 帯

の 者 に 限 る 。 )を 常 時 介 護 す る 者 が 運

転 す る も の (1台 に 限 る 。 ) 

(3)・ (4) （ 略 ）  (3)・ (4) （ 略 ）  

2  前 項 の 規 定 に よ り 軽 自 動 車 税 の 減 免

を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減

免 を 必 要 と す る 事 由 を 証 す る 書 類 を 添

付 し て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 種 別 割     の 減 免

を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減

免 を 必 要 と す る 事 由 を 証 す る 書 類 を 添

付 し て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

(1)～ (7) （ 略 ）  (1)～ (7) （ 略 ）  

3  第 1項 第 2号 に 規 定 す る 軽 自 動 車 等 に

つ い て 軽 自 動 車 税 の 減 免 を 受 け よ う と

す る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 書 類 の ほ か

に 、身 体 障 害 者 福 祉 法 (昭 和 24年 法 律 第 2

8 3号 )第 1 5条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 身

体 障 害 者 手 帳 (戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 (昭

和 38年 法 律 第 168号 )第 4条 の 規 定 に よ り

戦 傷 病 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 で

身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い な い

3  第 1項 第 2号 に 規 定 す る 軽 自 動 車 等 に

つ い て 種 別 割     の 減 免 を 受 け よ う と

す る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 書 類 の ほ か

に 、身 体 障 害 者 福 祉 法 (昭 和 24年 法 律 第 2

8 3号 )第 1 5条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 身

体 障 害 者 手 帳 (戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 (昭

和 38年 法 律 第 168号 )第 4条 の 規 定 に よ り

戦 傷 病 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 で

身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い な い
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も の に あ つ て は 戦 傷 病 者 手 帳 と す る 。以

下 こ の 項 に お い て「 身 体 障 害 者 手 帳 」と

い う 。 )、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ

に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手 帳 (以 下 こ の 項

に お い て 「 療 育 手 帳 」 と い う 。 )又 は 精

神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法

律 (昭 和 25年 法 律 第 123号 )第 4 5条 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉

手 帳 (以 下 こ の 項 に お い て 「 精 神 障 害 者

保 健 福 祉 手 帳 」 と い う 。 )及 び 道 路 交 通

法 (昭 和 35年 法 律 第 105号 )第 9 2条 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 又 は 身 体

障 害 者 等 と 生 計 を 一 つ に す る 者    

                 

                 

                 

  の 運 転 免 許 証 (以 下 こ の 項 に お い て

「 運 転 免 許 証 」 と い う 。 )及 び 当 該 者 が

使 用 す る 軽 自 動 車 等 を 町 長 に 提 示 す る

と と も に 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

も の に あ つ て は 戦 傷 病 者 手 帳 と す る 。以

下 こ の 項 に お い て「 身 体 障 害 者 手 帳 」と

い う 。 )、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ

に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手 帳 (以 下 こ の 項

に お い て 「 療 育 手 帳 」 と い う 。 )又 は 精

神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法

律 (昭 和 25年 法 律 第 123号 )第 4 5条 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉

手 帳 (以 下 こ の 項 に お い て 「 精 神 障 害 者

保 健 福 祉 手 帳 」 と い う 。 )及 び 道 路 交 通

法 (昭 和 35年 法 律 第 105号 )第 9 2条 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 又 は 身 体

障 害 者 等 と 生 計 を 一 に す る 者 若 し く は

身 体 障 害 者 等 (身 体 障 害 者 等 の み で 構 成

さ れ る 世 帯 の 者 に 限 る 。 )を 常 時 介 護 す

る 者 の 運 転 免 許 証 (以 下 こ の 項 に お い て

「 運 転 免 許 証 」 と い う 。 )及 び 当 該 者 が

使 用 す る 軽 自 動 車 等 を 町 長 に 提 示 す る

と と も に 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 減 免 を 受 け る 者 が 身 体 障 害 者 等 と

生 計 を 一 つ に す る 者 で あ る 場 合 に は 、

当 該 身 体 障 害 者 等 と の 関 係  

( 1 ) 減 免 を 受 け る 者 が 身 体 障 害 者 等 と

生 計 を 一 に す る   者 で あ る 場 合 に は 、

当 該 身 体 障 害 者 等 と の 関 係  

(2)～ (5) （ 略 ）  (2)～ (5) （ 略 ）  

4  第 1項 第 3号 に 規 定 す る 軽 自 動 車 等 に

つ い て 軽 自 動 車 税 の 減 免 を 受 け よ う と

す る 者 は 、当 該 軽 自 動 車 等 を 町 長 に 提 示

し な け れ ば な ら な い 。  

4  第 1項 第 3号 に 規 定 す る 軽 自 動 車 等 に

つ い て 種 別 割     の 減 免 を 受 け よ う と

す る 者 は 、当 該 軽 自 動 車 等 を 町 長 に 提 示

し な け れ ば な ら な い 。  

5  第 1項 の 規 定 に よ り 軽 自 動 車 税 種 別 割

の 減 免 を 受 け た 者 は 、そ の 事 由 が 消 滅 し

た 場 合 に お い て は 、直 ち に そ の 旨 を 町 長

に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。  

5  第 1項 の 規 定 に よ り 種 別 割   の 減 免

を 受 け た 者 は 、そ の 事 由 が 消 滅 し た 場 合

に お い て は 、直 ち に そ の 旨 を 町 長 に 申 告

し な け れ ば な ら な い 。  

(原 動 機 付 自 転 車 等 の 標 識 の 交 付 等 ) (原 動 機 付 自 転 車 等 の 標 識 の 交 付 等 ) 

第 34条  （ 略 ）  第 34条  （ 略 ）  

2  法 第 4 4 2条 の 2第 3項 た だ し 書 又 は 第 4 4

3条 の 規 定 に よ り 軽 自 動 車 税 を 課 す る こ

と の で き な い 原 動 機 付 自 転 車 等 の 所 有

者 又 は 使 用 者 は 、そ の 主 た る 定 置 場 が 町

内 に 所 在 す る こ と と な つ た と き は 、そ の

事 由 が 発 生 し た 日 か ら 15日 以 内 に 、町 長

2  法 第 44 3条 第 3項 た だ し 書    又 は 第 4 4

5条 の 規 定 に よ り 種 別 割     を 課 す る こ

と の で き な い 原 動 機 付 自 転 車 等 の 所 有

者 又 は 使 用 者 は 、そ の 主 た る 定 置 場 が 町

内 に 所 在 す る こ と と な つ た と き は 、そ の

事 由 が 発 生 し た 日 か ら 15日 以 内 に 、町 長
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に 対 し 、標 識 交 付 申 請 書 を 提 出 し 、か つ 、

当 該 原 動 機 付 自 転 車 等 の 提 示 を し て 、そ

の 車 体 に 取 り 付 け る べ き 標 識 の 交 付 を

受 け な け れ ば な ら な い 。軽 自 動 車 税 を 課

さ れ る べ き 原 動 機 付 自 転 車 等 が 法 第 4 4 2

条 の 2第 3項 た だ し 書 又 は 第 443条 の 規 定

に よ つ て 軽 自 動 車 税 を 課 さ れ な い こ と

と な つ た と き に お け る 当 該 原 動 機 付 自

転 車 等 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に つ い て も

同 様 と す る 。  

に 対 し 、標 識 交 付 申 請 書 を 提 出 し 、か つ 、

当 該 原 動 機 付 自 転 車 等 の 提 示 を し て 、そ

の 車 体 に 取 り 付 け る べ き 標 識 の 交 付 を

受 け な け れ ば な ら な い 。種 別 割     を 課

さ れ る べ き 原 動 機 付 自 転 車 等 が 法 第 4 4 3

条 第 3項 た だ し 書 又 は 第 4 4 5条 の 規 定 に

よ つ て 種 別 割     を 課 さ れ な い こ と と

な つ た と き に お け る 当 該 原 動 機 付 自 転

車 等 の 所 有 者 又 は 使 用 者 に つ い て も 同

様 と す る 。  

3～ 8 （ 略 ）  3～ 8 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 4 1条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

者 は 、 10万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。  

第 4 1条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

者 は 、 10万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  

( 3 )  法 第 3 1 7条 の 2第 1項 若 し く は 第 2

項 、法 第 328条 の 7第 1項 、第 27条      

         又 は 第 3 1条 の 規 定 に よ り

提 出 す べ き 申 告 書 を 正 当 な 理 由 が な

く て 提 出 し な か つ た 者  

( 3 )  法 第 3 1 7条 の 2第 1項 若 し く は 第 2

項 、法 第 328条 の 7第 1項 、第 27条 、第 2

7条 の 5第 1項 又 は 第 3 1条 の 規 定 に よ り

提 出 す べ き 申 告 書 を 正 当 な 理 由 が な

く て 提 出 し な か つ た 者  

(4) （ 略 ）  (4) （ 略 ）  

( 5 )  第 3 2条              の 規 定 に よ

り 報 告 す べ き 事 項 に つ い て 、正 当 な 理

由 が な く て 当 該 報 告 を し な か つ た 者  

( 5 ) 第 27条 の 5第 2項 又 は 第 3 2条 の 規 定

に よ り 報 告 す べ き 事 項 に つ い て 、正 当

な 理 由 が な く て 当 該 報 告 を し な か つ

た 者  

(6) （ 略 ）  (6) （ 略 ）  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

附  則  附  則  

1～ 8 (略 ) 1～ 8 (略 ) 

(耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す べ

き 申 告 ) 

(耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す べ

き 申 告 ) 

9 法 附 則 第 15条 の 9第 1項 の 耐 震 基 準 適 合

住 宅 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 住 宅

に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月 以

内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書

に 当 該 耐 震 改 修 に 要 し た 費 用 を 証 す る

書 類 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附

9 法 附 則 第 15条 の 9第 1項 の 耐 震 基 準 適 合

住 宅 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 住 宅

に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月 以

内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書

に 当 該 耐 震 改 修 に 要 し た 費 用 を 証 す る

書 類 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附
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則 第 12条 第 26項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た

す こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

則 第 12条 第 17項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た

す こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

(耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す べ

き 申 告 ) 

(耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す べ

き 申 告 ) 

10 法 附 則 第 15条 の 10第 1項 の 耐 震 基 準 適

合 家 屋 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 家

屋 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月

以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 に 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 14項 に 規 定 す

る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 、

建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律

(平 成 7年 法 律 第 123号 )第 7条 又 は 同 法 附

則 第 3条 第 1項 の 規 定 に よ る 報 告 の 写 し

及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附 則 第

12条 第 26項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た す こ

と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

10 法 附 則 第 15条 の 10第 1項 の 耐 震 基 準 適

合 家 屋 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 家

屋 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月

以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 に 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 13項 に 規 定 す

る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 、

建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律

(平 成 7年 法 律 第 123号 )第 7条 又 は 同 法 附

則 第 3条 第 1項 の 規 定 に よ る 報 告 の 写 し

及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附 則 第

12条 第 17項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た す こ

と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

(5) 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 14項 に 規 定 す

る 補 助 の 算 定 の 基 礎 と な つ た 当 該 耐 震

基 準 適 合 家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 に 要 し た

費 用  

(5) 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 13項 に 規 定 す

る 補 助 の 算 定 の 基 礎 と な つ た 当 該 耐 震

基 準 適 合 家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 に 要 し た

費 用  

(6) (略 ) (6) (略 )  

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

( 1 ) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の 1 

( 1 ) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

(2) （ 略 ）  (2) （ 略 ）  

( 3 ) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 3号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

（ 削 る ）  

( 4 ) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 7号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  4分 の 3 

( 3 ) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 6号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  4分 の 3 

( 5 )  法 附 則 第 1 5条 第 3 2項 第 1号 イ 及 び

ロ     に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号

( 4 )  法 附 則 第 1 5条 第 3 2項 第 1号 イ か ら

ホ ま で に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号
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に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の

2 

に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の

2 

(6) 法 附 則 第 15条 第 32項 第 2号 イ 、ロ 及

び ハ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

( 5 )  法 附 則 第 1 5条 第 3 2項 第 2号 イ 及 び

ロ     に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号

に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  4分 の

3 

(加 え る ) (6) 法 附 則 第 15条 第 32項 第 3号 イ 、ロ 及

び ハ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

( 7 ) 法 附 則 第 15条 の 8第 4項 に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

(削 る ) 

(8)～ (10) (7)～ (9) 

(加 え る ) 

 

( 1 0 )  法 附 則 第 1 5条 の 8第 2項 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

(軽 自 動 車 税 の 税 率 の 特 例 ) (種 別 割     の 税 率 の 特 例 ) 

1 2  法 附 則 第 3 0条 第 1項 に 規 定 す る 3輪 以

上 の 軽 自 動 車 に 対 す る 当 該 軽 自 動 車 が

初 め て 道 路 運 送 車 両 法 第 6 0条 第 1項 後 段

の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た

月 か ら 起 算 し て 1 4年 を 経 過 し た 月 の 属

す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に

係 る 第 29条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、当

分 の 間 、次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る    規

定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、そ れ ぞ

れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

1 2  法 附 則 第 3 0条 第 1項 に 規 定 す る 3輪 以

上 の 軽 自 動 車 に 対 す る 当 該 軽 自 動 車 が

最 初 の 法 第 444条 第 3項 に 規 定 す る      

            車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た

月 か ら 起 算 し て 1 4年 を 経 過 し た 月 の 属

す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 種 別 割     に

係 る 第 29条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、当

分 の 間 、次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規

定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、そ れ ぞ

れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

第 2 9 条 第 2 号

ア  

3,900円  4,600円  

6,900円  8,200円  

10,800円  12,900円  

3,800円  4,500円  

5,000円  6,000円  
 

第 2号 ア (イ )  

  

3,900円  4,600円  

第 2号 ア (ウ )a 6,900円  8,200円  

10,800円  12,900円  

第 2号 ア (ウ )b 3,800円  4,500円  

5,000円  6,000円  
 

13～ 15 (略 ) 13～ 15 (略 ) 

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 ) 

1 6  軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収

は 、当 分 の 間 、第 6条 か ら 第 8条 ま で の 規

定 に か か わ ら ず 、神 奈 川 県 が 、自 動 車 税

の 環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収 の 例 に よ り 、行

う も の と す る 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ) 

1 7  営 業 用 の 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す
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る 第 2 7条 の 4の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 分 の 間 、次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 同 条 の

規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、そ れ

ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

 第 1号  100分 の 1 100分 の 0.5 

第 2号  100分 の 2 100分 の 1 

第 3号  100分 の 3 100分 の 2 
 

(加 え る ) 1 8  自 家 用 の 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す

る 第 27条 の 4(第 3号 に 係 る 部 分 に 限 る 。)

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、当 分 の 間 、同

号 中 「 1 0 0分 の 3」 と あ る の は 、 「 100分

の 2」 と す る 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 の 特 例 ) 

1 9  第 2 7条 の 5の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に

つ い て は 、当 分 の 間 、同 条 中「 町 長 」と

あ る の は 、 「 神 奈 川 県 知 事 」 と す る 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 減 免 の 特 例 ) 

20 町 長 は 、当 分 の 間 、第 27条 の 6の 規 定

に か か わ ら ず 、神 奈 川 県 知 事 が 自 動 車 税

の 環 境 性 能 割 を 減 免 す る 自 動 車 に 相 当

す る も の と し て 町 長 が 定 め る 3輪 以 上 の

軽 自 動 車 に 対 し て は 、軽 自 動 車 税 の 環 境

性 能 割 を 減 免 す る 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 の 課 税 免 除 の 特 例 ) 

2 1  町 長 は 、 当 分 の 間 、 神 奈 川 県 知 事 が

自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 自 動

車 に 相 当 す る も の と し て 町 長 が 定 め る 3

輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し て は 、軽 自 動 車

税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。  

(加 え る ) (環 境 性 能 割 に 係 る 徴 収 取 扱 費 の 交 付 ) 

2 2  町 は 、 神 奈 川 県 が 軽 自 動 車 税 の 環 境

性 能 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 務 を 行 う

た め に 要 す る 費 用 を 補 償 す る た め 、法 附

則 第 2 9条 の 1 6第 1項 に 掲 げ る 金 額 の 合 計

額 を 、徴 収 取 扱 費 と し て 神 奈 川 県 に 交 付

す る 。  

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 町 税 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

附  則  附  則  
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1～ 10 (略 ) 1～ 10 (略 ) 

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

( 7 ) 法 附 則 第 15条 第 4 4項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 1 

( 7 ) 法 附 則 第 15条 第 4 3項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 1 

( 8 ) 法 附 則 第 15条 第 4 5項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

( 8 ) 法 附 則 第 15条 第 4 4項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

( 9 ) 法 附 則 第 15条 第 4 7項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  零  

( 9 ) 法 附 則 第 15条 第 4 6項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  零  

 (10) (略 )  (10) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

(第 3条 関 係 )寒 川 町 町 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

附  則  附  則  

1～ 8 (略 ) 1～ 8 (略 ) 

9 平 成 27年 3月 31日 以 前 に 初 め て 道 路 運

送 車 両 法 第 60条 第 1項 後 段 の 規 定 に よ る

車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た 3輪 以 上 の 軽 自

動 車 に 対 し て 課 す る 軽 自 動 車 税 に 係 る

新 条 例 第 29条 及 び 新 条 例 附 則 第 12項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、次 の 表 の 左 欄 に

掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句

は 、そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と

す る 。  

新 条 例 第 29条

第 2号 ア  

3,900円  

 

3,100円  

6,900円  5,500円  

10,800円  7,200円  

3,800円  3,000円  

5,000円  4,000円  

新 条 例 附 則 第

1 2項 の 表 以 外

の 部 分  

第 29条  寒 川 町 町

税 条 例 の

一 部 を 改

正 す る 条

例 (平 成 2

6 年 寒 川

9 平 成 27年 3月 31日 以 前 に 初 め て 道 路 運

送 車 両 法 第 60条 第 1項 後 段 の 規 定 に よ る

車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た 3輪 以 上 の 軽 自

動 車 に 対 し て 課 す る 種 別 割   に 係 る

新 条 例 第 29条 及 び 新 条 例 附 則 第 12項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、次 の 表 の 左 欄 に

掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句

は 、そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と

す る 。  

新 条 例 第 29条

第 2号 ア (イ ) 

3,900円  3,100円  

新 条 例 第 29条

第 2号 ア (ウ )

ａ  

6,900円  5,500円  

10,800円  7,200円  

新 条 例 第 29条

第 2号 ア (ウ )

ｂ  

3,800円  3,000円  

5,000円  4,000円  

新 条 例 附 則 第

12項  

第 29条  寒 川 町 町

税 条 例 の

一 部 を 改

正 す る 条

例 (平 成 2
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町 条 例 第

1 5 号 。 以

下 こ の 項

に お い て

「 平 成 2 6

年 改 正 条

例 」 と い

う 。 )附 則

第 9 項 の

規 定 に よ

り 読 み 替

え て 適 用

さ れ る 第

29 条  

新 条 例 附 則 第

1 2項 の 表 第 2 9

条 第 2 号 ア の

項  

第 2 9条 第

2号 ア  

平 成 2 6 年

改 正 条 例

附 則 第 9項

の 規 定 に

よ り 読 み

替 え て 適

用 さ れ る

第 29条 第 2

号 ア  

3,900円  3,100円  

6,900円  5,500円  

10,800円  7,200円  

3,800円  3,000円  

5,000円  4,000円  
 

6 年 寒 川

町 条 例 第

1 5 号 。 以

下 こ の 項

に お い て

「 平 成 2 6

年 改 正 条

例 」 と い

う 。 )附 則

第 9 項 の

規 定 に よ

り 読 み 替

え て 適 用

さ れ る 第

29 条  

新 条 例 附 則 第

12項 の 表 第 2

号 ア (イ )の 項  

第 2号 ア

(イ ) 

平 成 2 6 年

改 正 条 例

附 則 第 9項

の 規 定 に

よ り 読 み

替 え て 適

用 さ れ る

第 2 9条 第 2

号 ア (イ ) 

3,900円  3,100円  

新 条 例 附 則 第

12項 の 表 第 2

号 ア (ウ )ａ の

項  

第 2 号

ア ( ウ )

ａ  

平 成 2 6 年

改 正 条 例

附 則 第 9項

の 規 定 に

よ り 読 み

替 え て 適

用 さ れ る

第 2 9条 第 2

号 ア (ウ )a 

6,900円  5,500円  

10,800円  7,200円  

新 条 例 附 則 第

12項 の 表 第 2

号 ア (ウ )ｂ の

項  

第 2 号 ア

(ウ )ｂ  

平 成 2 6 年

改 正 条 例

附 則 第 1 1

項 の 規 定

に よ り 読
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み 替 え て

適 用 さ れ

る 第 2 9 条

第 2 号 ア

(ウ )b  

3,800円  3,000円  

5,000円  4,000円  
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

(第 4条 関 係 )寒 川 町 ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 軽 自 動 車  

等 に 対 す る 軽 自 動 車 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

寒 川 町 ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成

員 等 の 所 有 す る 軽 自 動 車 等 に 対 す

る 軽 自 動 車 税 の 特 例 に 関 す る 条 例  

寒 川 町 ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成

員 等 の 所 有 す る 軽 自 動 車 等 に 対 す

る 種 別 割     の 特 例 に 関 す る 条 例  

(目 的 ) (目 的 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、日 本 国 と ア メ リ カ 合

衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条

約 第 6条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日

本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す

る 協 定 の 実 施 に 伴 う 地 方 税 法 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 (昭 和 27年 法 律 第 119号 。

以 下 「 特 例 法 」 と い う 。 )第 4条 第 1項 の

規 定 及 び 地 方 税 法 (昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6

号 )第 6条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 軽 自 動

車 税         の 課 税 客 体 で あ る 原 動 機

付 自 転 車 、 軽 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動

車 (以 下「 軽 自 動 車 等 」と い う 。)の 軽 自

動 車 税 の 徴 収 方 法 及 び 税 率 に つ い て 、寒

川 町 町 税 条 例 (昭 和 6 0年 寒 川 条 例 第 1 2

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 )の 特 例 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、日 本 国 と ア メ リ カ 合

衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条

約 第 6条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日

本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す

る 協 定 の 実 施 に 伴 う 地 方 税 法 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 (昭 和 27年 法 律 第 119号 。

以 下 「 特 例 法 」 と い う 。 )第 4条 第 1項 の

規 定 及 び 地 方 税 法 (昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6

号 )第 6条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 軽 自 動

車 税 の 種 別 割 の 課 税 客 体 で あ る 原 動 機

付 自 転 車 、 軽 自 動 車 及 び 2輪 の 小 型 自 動

車 (以 下「 軽 自 動 車 等 」と い う 。)の 種 別

割 の 徴 収 方 法     及 び 税 率 に つ い て 、寒

川 町 町 税 条 例 (昭 和 6 0年 寒 川 条 例 第 1 2

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 )の 特 例 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。  

(徴 収 の 方 法 ) (徴 収 の 方 法 ) 

第 2条  ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 、

契 約 者 又 は 軍 人 用 販 売 機 関 等 (特 例 法 第

2条 第 4項 に 規 定 す る 合 衆 国 軍 隊 の 構 成

員 等 、 同 条 第 5項 に 規 定 す る 契 約 者 及 び

同 条 第 6項 に 規 定 す る 軍 人 用 販 売 機 関 等

を い う 。 )の 所 有 す る 軽 自 動 車 等 に 対 す

る 軽 自 動 車 税 は 、 地 方 税 法 第 4 4 6条 第 1

項     の 規 定 に か か わ ら ず 、証 紙 徴 収 の

第 2条  ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 、

契 約 者 又 は 軍 人 用 販 売 機 関 等 (特 例 法 第

2条 第 4項 に 規 定 す る 合 衆 国 軍 隊 の 構 成

員 等 、 同 条 第 5項 に 規 定 す る 契 約 者 及 び

同 条 第 6項 に 規 定 す る 軍 人 用 販 売 機 関 等

を い う 。 )の 所 有 す る 軽 自 動 車 等 に 対 す

る 種 別 割     は 、 地 方 税 法 第 463条 の 18

第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 証 紙 徴 収 の



15 
 

方 法 に よ っ て 徴 収 す る 。  方 法 に よ っ て 徴 収 す る 。  

(税 率 の 特 例 ) (税 率 の 特 例 ) 

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 軽 自

動 車 税 の 税 率 は 、条 例 第 29条 の 規 定 に か

か わ ら ず 、次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等

に 対 し 、 1台 に つ い て そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 額 と す る 。  

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 種 別

割     の 税 率 は 、条 例 第 29条 の 規 定 に か

か わ ら ず 、次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等

に 対 し 、 1台 に つ い て そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 額 と す る 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

(証 紙 徴 収 の 手 続 ) (証 紙 徴 収 の 手 続 ) 

第 4条  第 2条 に 掲 げ る 軽 自 動 車 税 の 納 税

義 務 者 は 、 毎 年 4月 中 に お い て 、 町 が 発

行 す る 軽 自 動 車 税 納 税 証 紙    (第 1

号 様 式 。 以 下 「 証 紙 」 と い う 。 )に よ っ

て 当 該 軽 自 動 車 税 を 払 い 込 ま な け れ ば

な ら な い 。  

第 4条  第 2条 に 掲 げ る 種 別 割 の     納 税

義 務 者 は 、 毎 年 4月 中 に お い て 、 町 が 発

行 す る 軽 自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 紙 (第 1

号 様 式 。 以 下 「 証 紙 」 と い う 。 )に よ っ

て 当 該 種 別 割   を 払 い 込 ま な け れ ば

な ら な い 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、軽 自 動 車 税 の 納

税 義 務 は 、購 入 し た 証 紙 に 軽 自 動 車 税 納

税 済 印       (第 2号 様 式 )に よ る 押 印 を

受 け た と き に 完 了 す る も の と す る 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、種 別 割 の 納 税 義

務     は 、購 入 し た 証 紙 に 軽 自 動 車 税 種

別 割 納 税 済 印 (第 2号 様 式 )に よ る 押 印 を

受 け た と き に 完 了 す る も の と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

（ 別 紙 の と お り ）  

第 1号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

（ 別 紙 の と お り ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

  

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

 附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

た だ し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、当 該

各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

(1) 第 1条 中 寒 川 町 町 税 条 例 第 9条 の 改

正 規 定  平 成 31年 1月 1日  

(2) 第 2条 の 規 定  平 成 31年 4月 1日  

(3) 第 1条 中 寒 川 町 町 税 条 例 目 次 、 第 8

条 、第 13条 及 び 第 14条 の 改 正 規 定 、第

28条 の 前 に 3条 を 加 え る 改 正 規 定 、 第

28か ら 第 34条 ま で 、第 41条 及 び 附 則 第

12項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 に 7項 を 加

え る 改 正 規 定 並 び に 第 3条 及 び 第 4条
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の 規 定  平 成 31年 10月 1日  

(固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

2 平 成 28年 4月 1日 か ら 平 成 30年 3月 31日

ま で の 間 に 取 得 さ れ た 地 方 税 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 30年 法 律 第 3号 )

第 1条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法

(以 下 「 旧 法 」 と い う 。 )附 則 第 15条 第 2

項 に 規 定 す る 施 設 又 は 設 備 に 対 し て 課

す る 固 定 資 産 税 に つ い て は 、な お 従 前 の

例 に よ る 。  

3 平 成 28年 4月 1日 か ら 平 成 30年 3月 31日

ま で の 間 に 新 た に 取 得 さ れ た 旧 法 附 則

第 15条 第 32項 に 規 定 す る 特 定 再 生 可 能

エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 対 し て 課 す る 固

定 資 産 税 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

(町 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

4 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 町 税 条

例 (以 下「 新 条 例 」と い う 。)第 13条 及 び

第 14条 の 規 定 は 、 平 成 31年 10月 1日 以 後

に 開 始 す る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 町 民 税

及 び 同 日 以 後 に 開 始 す る 連 結 事 業 年 度

分 の 法 人 の 町 民 税 に つ い て 適 用 し 、同 日

前 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 の 法 人 の 町 民

税 及 び 同 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度

分 の 法 人 の 町 民 税 に つ い て は 、な お 従 前

の 例 に よ る 。  

(軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

5 新 条 例 の 規 定 中 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能

割 に 関 す る 部 分 は 、 平 成 31年 10月 1日 以

後 に 取 得 さ れ た 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対

し て 課 す る 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に

つ い て 適 用 す る 。  

6 新 条 例 の 規 定 中 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に

関 す る 部 分 は 、平 成 32年 度 以 後 の 年 度 分

の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用 し 、

平 成 31年 度 分 ま で の 軽 自 動 車 税 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


